
県境産廃いわてだより 第 46号 平成 20年 3月 15日 

発行・問合せ先 二戸地方振興局 〒028-6103二戸市石切所字荷渡 6-3 電話 0195-23-9206 
     

第第第 222888 回回回原原原状状状回回回復復復対対対策策策協協協議議議会会会（（（222 月月月 111666    日日日開開開催催催）））ののの協協協議議議結結結果果果にににつつついいいててて

１．平成１９年度事業の実施状況等について 

 ① １月末までに県は廃棄物３８，３２６トンを撤去しました。なお、業者の自主撤去で３，

８６９トンを撤去した結果撤去済み量は４２，１９５トンとなり、今年度目標４２，００

０トンを達成しました。 

 ② 県境部より揚水している地下水を１月末までに５，３２２トン搬出しました。汚染度の

低い地下水は、水処理を実施し、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を現地検査後、場外へ放流

しています。５月から実施しており、１月末までに１１，０９１ｍ３放流しています。 

２．平成２０年度事業計画（案）について 

 ① 廃棄物の推定総量２５６，８００トンに対し、平成２０年度の撤去計画量を４５，００

０トンとしました。５月末までに現場中央部（Ｍ、Ｎ地区）の普通及び特別管理産業廃棄

物を撤去し、その後現場北側（Ｂ地区、Ｄ地区）の特別管理産業廃棄物を同時に撤去しま

す。 

 ② 平成２０年度からＮ地区の汚染土壌対策を実施します。汚染状況を調査し、事業区域を

確定します。そのうえで、地下水域より上の汚染域は、汚染土壌を掘削・除去工事に着手

します。あわせて、地下水位より下の汚染域の汚染物質を分解する現位置浄化に係る現場

適用性試験を行います。 

③ 環境モニタリングは、周辺表流水及び現場内及び現場周辺の地下水の水質、現場及び周

辺地区の大気及び廃棄物運搬に伴う騒音・振動について行います。 

３．汚染土壌対策の進捗について 

 Ｎ地区の土壌汚染除去業務について、平成２０年３月１８日に入札を行います。 

４．環境モニタリング結果について 

 ① 今年度行った大気調査においては、全ての地点で全項目の環境基準を下回りました。廃

棄物の掘削作業による大気の汚染は見られませんでした。 

 ② １１月及び１２月に行った水質モニタリング調査では、周辺表流水の全ての地点で、全

項目の環境基準を下回りました。なお、場内地下水及び現場周辺地下水の汚染の傾向につ

いては、これまでと同様でした。 

廃廃棄棄物物のの撤撤去去状状況況ににつついいてて（（平平成成 2200 年年 22 月月末末現現在在））  

 
 

岩 手 県 側 の 推 定 総 量

256,800 トン※のうち、49％

（累積撤去量 126,889ｔ）

を撤去しました。 

 

※撤去作業の進捗に伴い、廃棄物の推定総量が２５６，８００トンになる見込みです。 

 なお、平成２４年度撤去完了のスケジュールに変更はありません。 


